
適格金利スワップ取引要件の見直しに伴う金利スワップ取引清算業務に関する 

業務方法書の取扱いの一部改正について 

 

Ⅰ．改正趣旨 

当社の金利スワップ取引清算業務においては、適格金利スワップ取引の要件として

「店頭デリバティブ取引に関する基本的事項を定めた基本契約（ISDA Master 

Agreement）に基づく金利スワップ取引であること」を定めているが、ISDA Master 

Agreement を締結している相手先との取引に限らず債務負担を可能とすることで、当

社の金利スワップ取引清算に関し取引相手先の選択肢を拡大するべく、金利スワップ

取引清算業務に関する業務方法書の取扱いについて、別紙のとおり所要の改正を行う。 

 

Ⅱ．改正概要 

・ 適格金利スワップ取引の要件から、「店頭デリバテ

ィブ取引に関する基本的事項を定めた基本契約に

基づく金利スワップ取引であること」との要件を削

除する。 

 

（備  考） 

･ 金利スワップ取引清算

業務に関する業務方法

書の取扱い第９条 

 

 

 

Ⅲ．施行日 

２０１７年１２月１日から施行する。 

 

以   上 



金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

  

（適格金利スワップ取引の要件） （適格金利スワップ取引の要件） 

第９条 業務方法書第２条第１項第４７号に

規定する当社が定める要件は、次に掲げる

すべての要件（有価証券等清算取次ぎの委

託に基づいて成立する清算参加者間の金利

スワップ取引及び損失回避取引について

は、第１号を除くすべての要件）とする。 

第９条 業務方法書第２条第１項第４７号に

規定する当社が定める要件は、次に掲げる

すべての要件（有価証券等清算取次ぎの委

託に基づいて成立する清算参加者間の金利

スワップ取引及び損失回避取引について

は、第１号を除くすべての要件）とする。 

（１） ＩＳＤＡ定義集又は２０００年版Ｉ

ＳＤＡ定義集に基づく金利スワップ取引で

あること。 

（１） 第２９条第１項各号に掲げる店頭デ

リバティブ取引に関する基本的事項を定め

た基本契約及びＩＳＤＡ定義集又は２００

０年版ＩＳＤＡ定義集に基づく金利スワッ

プ取引であること。 

（２）～（１５） （略） （２）～（１５） （略） 

  

付  則  

この改正規定は、平成２９年１２月１日か

ら施行する。 

 

  

 

別紙 
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